
行 経 第 4 9 号　 

令和７年 11 月 13 日　 

 

　水戸市監査委員　様 

水　戸　市　長　　 

 

 

包括外部監査の結果に基づく措置状況について（通知） 

 

 

　このことについて，包括外部監査の結果に基づき，別紙のとおり措置を講じたので，地方

自治法第 252 条の 38第６項の規定に基づき，通知します。 

 

 



（参考）　監査の結果に基づく対応状況（教育委員会所管分を含む。） 

 

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ７年 11 月 13 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ２年度 公有財産等

の管理に関

する財務事

務の執行に

ついて

指摘 

37 件

措置済み １４ １７（３１） １（３２） ―（３２） ―（３２）

 措置を要しない

理由のあるもの
３ ―（３） ―（３） ―（３） ―（３）

 対応中 ２０ ３ ２ ２ ２

 意見 

24 件

措置済み ４ ３（７） １（８） １（９） １（１０）

 措置を要しない

理由のあるもの
２ ―（２） ―（２） ―（２） ―（２）

 対応中 １８ １５ １４ １３ １２

 Ｒ３年度 外郭団体等

に係る財務

に関する事

務の執行に

ついて

指摘 

28 件

措置済み １６ ６（２２） １（２３） ３（２６）

 措置を要しない

理由のあるもの
１ ―（１） ―（１） ―（１）

 対応中 １１ ５ ４ １

 意見 

25 件

措置済み ９ ５（１４） ２（１６） １（１７）

 措置を要しない

理由のあるもの
１ ―（１） ―（１） ―（１）

 対応中 １５ １０ ８ ７



　 
 
 
 
 
 

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ７年 11 月 13 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ４年度 水戸市上下

水道局にお

ける財務事

務の執行及

び管理の状

況について

指摘 

16 件

措置済み ５ ６（１１） ２（１３）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ― ―

 対応中 １１ ５ ３

 意見 

26 件

措置済み ２ ８（１０） ９（１９）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ― ２

 対応中 ２４ １６ ５

 Ｒ５年度 水戸市にお

け る こ ど

も・子育て

支援施策に

関する財務

事務の執行

及び管理の

状況につい

て

指摘 

６件

措置済み ３ ３（６）

 措置を要しない

理由のあるもの
― ―

 対応中 ３ ―

 意見 

10 件

措置済み ３ ４（７）

 措置を要しない

理由のあるもの
１ ―（１）

 対応中 ６ ２



　 
対応状況については，１件の指摘・意見に複数の事項が含まれる場合などは，当該指摘・意見中の全ての事項に措置を講じるまで「対応

中」として扱うものとする。

 
監査実施

年度
テーマ

指摘等

の件数

対応状況

 
区分

Ｒ４年３月２日 

通知（件数）

Ｒ５年３月 20 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年３月 19日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ６年 11月 22 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

Ｒ７年 11 月 13 日 

通知（件数） 

※（）は累計数

 Ｒ６年度 教育委員会

における財

務事務の執

行及び管理

の状況につ

いて

指摘 

58 件

措置済み ５４

 措置を要しない

理由のあるもの
２

 対応中 ２

 意見 

20 件

措置済み １１

 措置を要しない

理由のあるもの
２

 対応中 ７



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和５年度
所管課 

（措置実施課）
こども政策課

 
報告書ページ 48

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 １

 

指摘事項等 

の内容

事業計画策定における適切な前提について  

水戸市第２期子ども・子育て支援事業計画においては推計人口をもと

に，今後の具体的施策の量の見込みの算出を行っている。水戸市第２期

子ども・子育て支援事業計画における推計人口は次のとおり。  

水戸市第２期子ども・子育て支援事業計画における推計人口は水戸市

第６次総合計画に基づく３か年実施計画を参考に推計したものである

が，今後の少子化の流れの中でも緩やかな減少にとどまっている。子ど

も・子育て施策の中でも特に今後の人口の変動が大きいと考えられえる

０歳～５歳について実際の常住人口と比較したところ次の表のようにな

った。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 推計人口と常住人口は同一基準日ではないため差異の人数は傾向をつ

かむための参考程度のものであるが，前述のように近年では特に少子化

が加速しており，水戸市第２期子ども・子育て支援事業計画における推

計人口は計画の初年度から実際の状況と大きな乖離が生じている。１歳

以降は前年の１歳若い人口からの大幅な増減は通常見込まれないため，

０歳の人口についての見込みが今後の子ども・子育て施策の量の見込み

にとって重要になってくるが水戸市第２期子ども・子育て支援事業計画

では計画初年度である令和２年度～４年度にかけては毎年 15％前後の

過大な人口推計となっているなど，現実から乖離したものとなっている。

過大な推計人口をもとにした施策の量の見込みを算定すれば，過剰な施

策の実施となり，厳しい財政状況にある水戸市にとって大事な財源を過

剰・無駄な施策の実施に費やしてしまう結果となってしまう。 業務改善

や事業管理に用いられる PDCA サイクル，すなわち事業実施の過程を ①

Plan（計画）②Do（実行）③Check（評価）④Action（改善）の４段階に

分け， ①～④の各段階を１サイクルとして，継続的な業務改善や事業管

理を行う方法であるが，この考え方をベースにすると①Plan（計画）設

定の段階で非現実的な見込みのもとで実施する施策の量が決定されてし

まうため，その後の③Check（評価）段階で適切な施策評価を行うことが

煩雑となり，④Action（改善）の段階でも改善策の検討が困難となる。 

少子化の加速など社会情勢の変動の速度が速く，変化の幅も大きくな

る中での子ども・子育て施策の実施において，いかに早く PDCA サイクル

を回し，直面する課題に効果的に対応する施策がどのようなものか，試

行錯誤していくことが肝要であるため，現実的で適切な前提を元に事業

計画を策定することを検討されたい。

 

講じた措置 

の内容等

　令和７年２月に策定した水戸市こども計画（第３期子ども・子育て支

援事業計画を内包する）においては，令和５年 10 月１日の人口を基準と

した水戸市第７次総合計画の目標人口ではなく，令和６年４月１日の人

口を基準とし，直近の出生数，死亡数等を踏まえ，堅実に量の見込みを

算出した。 

引き続き，予算の編成や事業の実施に当たっては，最新の出生数等を

参考にしながら，適切な事業費の計上及び予算の執行に努める。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和５年度
所管課 

（措置実施課）
こども政策課

 
報告書ページ 75

区分別 

の番号

指摘事項 ３

 意見

 

指摘事項等 

の内容

債権管理のため適切な管理体制を整えるべきこと  

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付事務については令和２年に水戸市が

中核市になったことにより，従来は茨城県で行われていたものが移管さ

れた事務である。 そのため，資金の貸し付けに係る管理システムは茨城

県で利用していた時の専用債権管理システムを継続して使用している

が，包括外部監査に係る資料依頼として，過去３年間の年度末における

総貸付残高・貸付先件数及び滞納状況（債務者ごとの滞納額・滞納期間）

に係る資料を依頼したが，貸付金の管理は貸付先の個人ごとに行われて

おり，当該システムに集計機能がないため，全体の金額・滞納期間ごと

の残高は確認できなかった。令和４年度の貸付事業の実態は次のとおり。  

※違約金は資金の償還にあたり滞納があった場合に元利金について年 

３%発生するものである。 

 

推定計算として，令和４年度中に違約金の増加額が 1,335 千円であるこ

とから，３%で割り返すと，1,335 千円÷0.03＝44,518 千円となる。令和 

４年度の返済元金のうち，滞納分が 1,069 千円であることから，全体と

して 44,518 千円（推定滞納元利金）+20,143 千円（違約金）-1,069 千円

（令和４年度返 済滞納分元金）≒約 63,000 千円と令和４年度残高の 

６割を超える金額が滞納者に対する資金貸付残高となっていると推測さ

れる。 本来貸付金の管理においては，誰にどのような条件で貸し出しを

行い，滞納発生者ごとの滞納金額・滞納期間について適時把握する必要

がある。現状の債権管理システムにおいてそのような情報が得られない



 のであれば，現状のシステムに集計機能を追加するなどの方法で適切な

管理を行える体制にするべきである。 また，滞納債権の回収について外

部委託を検討したが業務受託への応募者はなく， 債権の回収について他

部署との情報共有がない状況である。母子・父子・寡婦福祉資金単独で

の債権回収としてではなく，水戸市が債権者である他の債権と組み合わ 

せて回収の外部委託を検討するなど，より実効性のある回収に向けた取

り組みを行うべきである。 徴収対策については地方税も含めて大きな課

題であり，総務省通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項

について（総税第 55 号 平成 19 年 3 月 27 日）」においても次のよ

うな記載がある。 

（３） 地方団体内における各種公金の徴収の連携強化地方団体が住民等

から徴収する必要がある公金債権としては，地方税だけでなく，国民健

康保険料，介護保険料，保育料など国税徴収法の例による自力執行権が

付与 されている債権のほか，公営住宅使用料，給食費，貸付金など多様

な債権がある。 いずれも滞納額や件数が増えるなど問題を抱える地方団

体も少なくない。 これまではそれぞれの制度等を所管する部局において

徴収対策に取り組まれてきたところであるが，より効率的かつ効果的な

体制を整備する観点から，地方税以外の公金債権についても，一定の滞

納整理を税務担当部局に移管，集約する事例が増えてきている。 地方団

体の歳入を確実に確保する観点からも，地方団体内部では専門的な徴収

ノウハウを有する税務担当部局の活用を図ることは有用と考えられるの

で，それぞれ の債権に関する個人情報保護に十分かつ慎重な配慮を行い

つつ，各地方団体の実情等に応じ，検討していただきたい。 

（下線は筆者による） 

 

貸付金という性格上，納税者の負担の公平性の確保のためにも，水戸市

としての全体的な債権徴収対策の俎上に載せ，共有可能な情報について

は他部署と共有を行っていくべきである。 さらに，滞納となっている債

権について，督促を行うとともに毎年１回は債務者に対し催告の連絡を

行っているとのことであるが，不能欠損処分を行っていない。 滞納債権

の滞納期間を集計したデータがないが，長期にわたり滞納となっている

債権もあるものと考えられ，また，今後滞納債権が長期化することもあ

りうる。そのような状況下で，形式的に催告の連絡をするだけでなく，

債権回収に向けた最善の努力を行いながらも回収が困難な債権について

は債権の時効期間等を参考にしながら，不能欠損処分をするなど効率的

で公平・一貫性のある事務の執行をするべきである。



 

講じた措置 

の内容等

債権管理システムについては，基幹業務システムの標準化等の影響に

より，新規システムへの入れ替えが難しい状況にあるが，システム外で

集約機能を備えた債権管理台帳を再整備した。 
また，債権管理に当たっては，令和６年度に徴収困難な案件の債権回

収業務を他の債権と組み合わせて弁護士法人に委託し，他部署と情報共

有を行いながら，４件で 196,396 円を回収することができた。 
さらに，再整備した債権管理台帳を基に時効の完成した債権等につい

て，不能欠損処分を行った。 
引き続き，実効性のある債権回収を行うとともに，適切に不能欠損処

分を行うなど，効率的で公平・一貫性のある債権管理に努める。



 

包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 
 
 
 

 
監査実施年度 令和５年度

所管課 

（措置実施課）
こども部子育て支援課

 
報告書ページ 103

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 ４

 

指摘事項等 

の内容

備品台帳の代替書類の整備について 
妻里分室及び百合が丘分室において，備品台帳は存在しないとのこと

であるが，事務机や遊具等の物品は存在するため，現時点で設置されて

いる物品に係るリストを作成して，定期的に現物を確認することについ

て検討すべきである。

 

講じた措置 

の内容等

妻里分室及び百合が丘分室で所有する備品等について，遊具等の公有

財産については，所管換えの手続きが漏れていたため，令和６年２月 28

日付けで幼児保育課から子育て支援課へ所管換えを行った。物品等の備

品についても所管替えの手続きが漏れていたため，令和６年 10 月 16 日

及び 17 日付けで幼児保育課から子育て支援課への所管替えを行った。 
また，今後は，年１回定期的に現物確認を行うこととし，備品等の適

正な管理に努める。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和５年度
所管課 

（措置実施課）
こども部幼児保育課

 
報告書ページ 128

区分別 

の番号

指摘事項

 意見 ６

 

指摘事項等 

の内容

市立保育所のさらなる活用について 
全施設数は令和４年度末の施設数である。また，認定こども園で３年

連続定員充足率 100%超となった施設のうち１園は３年間の間に保育所

から認定こども園へ移行した園である。 

　全体の利用状況の数字のとおり，私立保育所の３年連続定員充足率

100%超となった施設が 19 施設と私立保育所全体の４割程となっている。

一方で市立の施設で３年連続定員充足率 100%超となった施設はなく，定

員充足率 100%超となった年がある施設も皆無であった。 

　市立施設であるため，近隣に類似施設がなく地域コミュニティ形成の

必要性に応じる役割を担っていることや，保育士の不足等により定員数

までの児童を保育できない状況であるとも考えられるが，待機児童問題

があり私立保育所の平均定員充足率が継続的に 100％超となっている中

で，利用状況が私立保育所と比較して恒常的に低い状況は待機児童問題

解消のための負担が私立保育所により多く集中してしまっている可能性

を示唆している。保育事業を実施する上での過重な負担は，保育従事者

の疲弊を招くとともに，保育所に通う児童にとっても安心・安全で適切

な保育環境が享受できなくなるおそれがある。 

市立保育所の施設ごとの利用状況は次のとおり。 

 

【市立保育所】 単位：人
R2年度 R3年度 R4年度

施設名
定員

（A）

平均
利用人数
（B）

定員
充足率

（B）/（A）

定員

（A）

平均
利用人数
（B）

定員
充足率

（B）/（A）

定員

（A）

平均
利用人数
（B）

定員
充足率

（B）/（A）

白梅保育所 90 81.3 90.3% 90 75.2 83.5% 90 72.7 80.7%

杉山保育所 120 97.7 81.4% 120 93.0 77.5% 120 83.3 69.4%

新原保育所 100 84.9 84.9% 100 88.7 88.7% 100 88.9 88.9%

緑岡保育所 80 68.4 85.5% 80 65.2 81.5% 80 64.5 80.6%

城東保育所 60 49.9 83.2% 60 50.3 83.8% 60 47.8 79.7%

平須保育所 60 56.5 94.2% 60 47.6 79.3% 60 41.3 68.8%

渡里保育所 60 55.5 92.5% 60 52.8 87.9% 60 48.3 80.4%

若宮保育所 80 62.4 78.0% 80 54.1 67.6% 80 48.4 60.5%

河和田保育所 90 69.3 77.0% 90 69.1 76.8% 90 67.8 75.4%

双葉台保育所 70 62.7 89.5% 70 60.4 86.3% 70 54.8 78.3%

一の牧保育所 60 53.8 89.6% 60 51.6 86.0% 60 49.8 82.9%

合計 870 742.3 85.3% 870 707.8 81.4% 870 667.6 76.7%



 　上記のように保育所によって利用状況に大きな差はなく，また，全体

的な傾向として利用者数は減少傾向にある。待機児童数は減少している

もののまだ完全には解消していない状況である。今後の少子化の加速に

よる子どもの数の減少が見込まれるものの，共働き世帯の増加などによ

り保育需要は高い水準のまま継続することも想定されるため，私立保育

所と比較し相対的に余裕があると考えられる市立保育所についてのさら

なる活用について検討されたい。

 

講じた措置 

の内容等

　市立保育所の更なる活用については，少子化の進行に伴い，今後は民

間保育所においても利用児童数の減少が見込まれるが，民間保育所の利

用児童数が減少した場合，その経営に大きな影響を与え，安全・安心で

快適な保育環境の維持や保育所運営の継続が難しくなる可能性がある。

将来にわたって本市の保育体制をしっかりと堅持していくため，市内保

育所の適正配置を図る必要がある。 
　また，民間保育所を含め，病気や障害のある児童の受け入れ等のニー

ズに対応できる施設の不足により待機児童が発生している状況や慢性的

に保育士が不足している状況があるとともに，一部の市立保育所では利

用希望児童の減少，施設の老朽化等に課題が生じている。 
このため，これらの課題に対応しながら，虐待等のリスクがある家庭

の児童や病気や障害のある児童の受け入れなど市立保育所の役割をしっ

かりと担う体制を整えるため，令和７年２月に「水戸市立保育所の在り

方と今後の方針」を策定した。 
本方針に基づき，令和 12 年度末までに５箇所の市立保育所を統合又は

廃止する一方，一部の市立保育所には病気等のある児童に対応するため

の看護師を配置するほか，利用希望児童の多い保育所には重点的に保育

士を配置するなど，利用希望児童の受け入れ体制を整えていく。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和５年度
所管課 

（措置実施課）
こども部幼児保育課
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区分別 

の番号

指摘事項 ４

 意見

 

指摘事項等 

の内容

物品の管理について財務規則等に従い適切に行うべきこと 

市が保有する「財産」は，公有財産と物品及び債権並びに基金に分か

れる。公有財産は，さらに使用目的により行政財産と普通財産とに区分

される（地方自治法第 237 条）。公有財産と物品それぞれの定義は以下の

とおりである。 

・公有財産：普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるも

の（基金に属するものを除く） 

　一　不動産 

　二　船舶，浮標，浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 

　三　前二号に掲げる不動産及び動産の従物 

　四　地上権，地役権，鉱業権その他これらに準ずる権利 

　五　特許権，著作権，商標権，実用新案権その他これらに準ずる権利 

　六　株式，社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に

表示されるべき権利を含み，短期社債等を除く。），地方債及び国債

その他これらに準ずる権利 

　七　出資による権利 

　八　財産の信託の受益権 

・行政財産：普通地方公共団体において公用又は公共用に供し，又は供

することと決定した財産をいう。 

・普通財産：行政財産以外の一切の公有財産をいう。 

（地方自治法第 238 条第 1項及び第 2項） 

・物品：普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの

以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産（政令で

定める動産を除く。）をいう。 

　一　現金（現金に代えて納付される証券を含む。） 

　二　公有財産に属するもの 

　三　基金に属するもの 

（地方自治法第 239 条） 

　なお，公有財産については，「公有財産台帳」，物品については「物品



 一覧」を作成して，管理を行うこととなっている（水戸市財務規則第 226

条及び第 249 条）。 

　市の定期監査調書を数年間確認したところ，市立の保育所や幼稚園等

において，ほぼ毎年，台帳に記載されている物品がないという報告があ

った。 

　このため，実際に物品等の管理状況を確認するために杉山保育所へ現

場視察を行った。 

 

（杉山保育所　入口） 

 

 

（杉山保育所　園庭側） 

　その結果，視察した杉山保育所において物品台帳と現物との照合を行

った際に園庭に物置が３つあった。うち２つについては物品台帳に記載

があったが，１つについては記載されていなかった。 



 　市では物品台帳のほかに公有財産台帳（建物）等工事で取得した財産

を管理する台帳があるため，それらの台帳についても確認したが，当該

物置については記載されていなかった。 

公有財産台帳（建物）に園舎が記載されており，同時に取得した財産

の中に物置の記載があるが，これは木造となっていることから，視察時

に存在した金属製の物置ではないと考えられる。そのため，現状公有財

産台帳に記載されている木造のものは既に廃棄されており，その後取得

したものが，公有財産台帳にも物品台帳にも記載されていない状態とな

っている。換言すると，廃棄の処理漏れが１件と新規の物品の登録漏れ

が１件生じていることとなる。 

保育所では物品台帳を基に物品については，１年に１度台帳と現物と

の照合を行っているとのことである。しかしながら，毎年固定資産につ

いて廃棄の処理漏れの報告がなされていることに加え，今回現場視察に

行った杉山保育所においても新規の資産の登録漏れと廃棄漏れが発見さ

れており，他の市立の施設においても同様の事象が発生している蓋然性

は高いと思料され，固定資産の管理について根本から見直す必要がある

と考える。 

また，市の監査が行われる際に事前に幼児保育課の方で確認を行って

いるが，その際に使用したチェック証跡の残った備品台帳は園の方に返

却しており，幼児保育課の方でどの園で，実在性の確認できないものが

何件あったかということについてはわからない状態となっている。これ

らの情報については，幼児保育課の方で情報を収集し，他の施設にフィ

ードバックをすることが必要であると考える。

 

講じた措置 

の内容等

　杉山保育所における廃棄の処理漏れ１件及び新規の物品の登録漏れ１

件については，令和６年６月に廃棄の処理及び物品の登録を行った。 

また，各施設において台帳と現物の確認を行うとともに，継続的な適

正管理について施設長が参加する会議の場等において周知した。 

令和７年度も幼児保育課において定期的な確認を実施し，幼児保育課

による確認において発見した不備等の事例については，全保育所で共有

し，同様の事例のないよう各施設において再確認を行っている。今後も

定期的な確認を継続し，適正な備品の管理に努める。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 
 

監査実施年度 令和５年度
所管課 

（措置実施課）
こども部幼児保育課
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区分別 

の番号

指摘事項

 意見 ９

 

指摘事項等 

の内容

施設ごとの収支状況の把握について 

水戸市の市立幼稚園は 7園，幼稚園型認定こども園３園，幼保連携型

認定こども園２園，保育所 11園となっている。市では，これらの運営を

一体としてとらえており，個々の園ごとの収支等を把握していない。 

　教育や保育を目的とする施設であることから，利用者数や地域の状況

等色々な観点から運営状況を把握する必要があり，収支状況を他の指標

に比べて優先すべきではない。 

　しかしながら，園の統廃合の流れが進む中では，個々の園の収支状況

は，統廃合の判断を行う上で重要な判断材料となりうると思料する。個々

の施設での利用人数や職員の人数は把握しているため，収支のうち，大

きな部分については情報を有している。その他，減価償却費についても，

各施設ごとに工事の台帳や物品台帳を作成し，管理していることから計

算可能となっている。なかには，消耗品等のように施設ごとではなく，

一括発注をしているものもあり，個々に各施設に直課できないものもあ

ると思われるが，個々の施設の収支状況を把握する趣旨としては，厳密

な計算を求めるというものではなく，各施設の状況を収支面から把握し，

今後の意思決定に資することである。 

　そのため，今入手できる情報，必要だが現状では入手できない情報等

を整理するところから始めて，個々の施設の収支状況を把握できるよう

にすることが望まれる。

 

講じた措置 

の内容等

　各施設において執行している予算と幼児保育課で執行している予算の

収支状況を集約し，令和６年度決算において施設ごとの収支状況（職員

給与費を除く。）の把握を行った。 

　この結果，在籍児童の少ない施設は，児童１人当たりの運営費が大き

い傾向が見られ，特に幼稚園及び幼稚園型認定こども園においてはその

傾向が顕著であった。 

　このため，個々の施設の収支状況を，令和７年度中に策定予定の「（仮

称）市立認定こども園の再編方針」の検討材料にするとともに，今後も

施設ごとの収支状況を把握し，人的・物的資源を効果的に活用した質の

高い市立施設の運営に努める。



包括外部監査の結果に係る措置状況 

 

 

 
監査実施年度 令和５年度

所管課 

（措置実施課）
福祉部福祉指導課
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区分別 

の番号

指摘事項 ６

 意見

 

指摘事項等 

の内容

児童福祉施設の検査について，児童福祉法施行令違反となっている状

況を改善すべきこと 
 
別紙のとおり

 講じた措置 

の内容等

　令和６年度以降，全施設に対し実地検査を実施している。 



別紙 
 

児童福祉法施行令第 38 条において、１年に１回以上児童福祉施設，児童福祉法の規定に
基づき定められた基準を順守しているか実地で検査しなければならないとあるが，水戸市
の実態として１年に１回以上実施できていない。 
児童福祉施設への検査は令和２年に水戸市が中核市に移行後に水戸市の事務となったが，
それ以前は茨城県の事務であった。水戸市の事務としての実地監査実施率について，新型コ
ロナウイルス感染症の影響も考慮しなければならないが，全施設への実地検査が実施でき
ていない状況である。 
 
児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号） 
令和 5 年政令第 195 号（令和５年５月３１日公布，令和５年１０月１日施行）による改正
前 
 
第 38 条 
都道府県知事は，当該職員をして，一年に一回以上，国以外の者の設置する児童福祉施設が
法第 45 条第 1 項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査
させなければならない。 
 
 
令和 5 年政令第 195 号（令和５年５月３１日公布，令和５年１０月１日施行）による改正
後 
 
第 38 条 
都道府県知事は，当該職員をして，年度ごとに一回以上，国以外の者の設置する児童福祉施
設が法第四十五条第一項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地に
つき検査させなければならない。ただし，当該児童福祉施設について次の各号のいずれかに
該当する場合においては，実地の検査に代えて，必要な報告を求め，又は当該職員に関係者
に対して質問させることにより，当該基準を遵守しているかどうかを確認させることがで
きる。 
一 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難
又は不適当と認められる場合 
二 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ず
しも必要でないと認められる場合 
 
（下線は筆者による） 



これは水戸市特有の問題ではなく，他自治体の状況は次のようになっている。なお，直近
の資料が公表されていないため，令和２年度時点の情報である。 
 
出典：厚生労働省 令和２年度 児童福祉行政指導監査等の実施状況報告 集計結果 

 

 



 



 

このように，保育所の検査について，全自治体 23,236 施設のうち，9,002 施設，率にす
ると 38.7％しか実地検査は行われていない。中核市の中では全中核市計 3,036 施設のうち，
1,708 施設，率にすると 56.3％の実地検査は行われており，令和 2 年度時点においては中核
市平均よりは上回っているものの，本来は 100％実施が求められているものである。 

水戸市特有の状況として，平成 30 年 8 月に市内の認可外保育施設において 0 歳 2 か月の



男児が死亡するという大変痛ましい事故が起きている。 
その時の提言として，次のように記されている。なお，事故発生当時は水戸市が中核市へ

移行する前であり，認可外保育施設に対する指導監督は茨城県の事務であったため，自治体
組織名は茨城県庁に関する記載となっている。 
 
第 4 章 提言 
（中略） 
3 行政 （自治体)の指導監督の徹底 
本事例の施設においては，当該施設が「認可外保育施設設置届」の届出を行った平成 24 年
度の最初の県の立入調査の時点から，毎年度，保育従事者や有資格者の人数などが指導監督
基準を満たしていない事項について文書による指摘を受けていたがこれらは改善されなか
った。 
以上を踏まえれば，自治体は，保育従事者数が基準に満たない，定期的に睡眠中の子どもの
状況を確認していないなどの状態が恒常化し，子どもの生命・安全の確保が懸念される施設
に対しては，事務的形式的になりかねない指導を繰り返すのではなく，改善状況を確認する
ための立入調査等を速やかに実施する必要がある。 
また，施設における改善が迅速かつ確実に履行されるよう，法に基づく勧告や公表，事業の
停止や施設閉鎖の命令などの厳正な行政処分を行い，改善指導の実効性を担保することが
重要である。 
このため，実施計画を策定した上で年又は隔年に１回程度の頻度で立入調査を実施する保
健福祉部福祉指導課福祉監査室は，施設がたび重なる指摘にもかかわらず改善を図ってい
ない場合は，運営等に重大な問題を有する施設等を対象とする特別立入調査を行う保健福
祉部子ども政策局子ども未来課へ適時適切に情報提供を行うなど連携を密にし対応する必
要がある。 
以下，提言として， 
〇提言 
6 自治体は，指導監督基準に適合させるよう指導を徹底し，子どもの福祉に必要と認める事
項については，改善状況の確認の徹底勧告や公表などの行政処分を行うなど施設における
改善が迅速かつ十分になされるよう指導監督の徹底を図ること。 
 
（出典：認可外保育施設等における重大事故検証報告書（平成 30 年 9 月認可外保育施設） 
茨城県認可外保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的検証委員会） 
 

さらに市の認可保育所においても不適切な保育が行われていたことが令和 5 年 6 月の報
道により明らかになった。当該事象は監査対象期間外のため，具体的な検討は行わないが，
近年全国的にみられる保育所等における不適切な保育は，児童を預ける親の不安を招き，そ



して保育所等で時間を過ごす子どもの人権を脅かす。就学前の子どもの教育・保育において
は公立施設の老朽化や利用者ニーズに合致しない施設の縮小等に伴い，私立の児童福祉施
設を利用する児童数が増えている状況であるため，私立の児童福祉施設を指導監督する福
祉指導課が果たす役割は今後さらに大きくなっていく。 
 

令和 5 年度の児童福祉法施行令の改正により，児童福祉施設の実地検査は①天災その他
やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認
められる場合や②前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地
の検査が必ずしも必要でないと認められる場合においては，書面による検査が認められる
こととなったが，原則は 1 年に 1 回以上の実地検査である。 

そして，実地検査においては形式的に指導監督基準の適合状況を事務的形式的に検査す
るだけでは施設を利用する子どもや保護者等を含めた利用者の，市への指導監督に期待す
る役割を果たすことができない。過去の発生した事故・事例の原因の究明を行い，どのよう
な状態であれば，子どもたちや親が安心・安全に利用できる施設となれるのかを念頭に児童
福祉施設の検査を実施するべきである。 
 


